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第5巻第10章：近代における林野利用と山村生活の変容
著者：関戸明子
はじめに
　「日本は世界有数の森林国である」といわれる。現在、国土面積の66％が森林であり、その面積2510万haのうち、国有林が31％、民有林が69％を占めている。2007年３月現在の「森林資源の現況」によれば、森林面積の41％、1035万haが人工林である。これらの森林は、すべて人の手によって植栽されたもので、人工林の割合は国有林31％、民有林46％と後者のほうが高く、多くが民間の力によって造林されてきたといえる。しかし、今日みられる森林資源の蓄積は、簡単に形成されてきたわけではない。近代以降の林業政策と林業労働の結果としてつくられたものである。

　本稿では、明治期から昭和初期までの林野利用と山村生活の変容過程について、長野県下水内郡栄村秋山地区を事例として、山村の生活基盤となっていた入会林野をめぐる為政者と地元民の対立関係に焦点を当てつつ考察したい。秋山地区は、長野県の北東部、信濃川の支流・中津川の源流部に位置する。佐武流山、苗場山、鳥甲山といった2,000ｍ級の山々が連なる山岳地帯にあり、全国でも有数の豪雪地として知られる。
　
森林資源の消費と蓄積

　まずは近代における全国的な森林資源の動向からみておきたい。図１には、1905（明治38）年以降の民有林野における伐採・造林面積の推移を示した。天然更新の面積は1915（大正４）年に86万haと突出しているが、これが実態を反映したものなのか、統計上の理由によるものか、詳細は不明である。その要因には、第一次世界大戦にともない木材需要が急増し、奥地天然林の伐採も盛んになったため、それに連動して天然更新の面積が多くなったことが考えられる。この年から1941（昭和16）年までは、一貫して人工更新よりも天然更新の面積のほうが上回っている。人工造林の面積は、1915（大正４）年に12万ha近くまで伸びたが、その後は1938（昭和13）年まで10万haに達することはなかった。他方、皆伐面積は1919（大正８）年に41万haとピークを迎えている。しかし、1920（大正９）年に木材の輸入関税が引き下げられ、木材価格が下落したため、いったん皆伐面積は縮小した。
　1939（昭和14）年の森林法改正により、戦時体制下で森林施業計画の監督が強化され、1942（昭和17）年までは人工造林面積が急増する。しかしその後は労働力不足もあって減少に転じている。一方で、伐採面積は拡大を続け、大幅な過伐となって林野の荒廃が進んだ。皆伐面積は1941年から1948年までは40万haを上回っており、第二次世界大戦終戦時の1945年には59万haと最大値を記録した。伐採跡地の半分は天然更新に委ねられていたが、薪炭林として管理されていた土地以外は、伐採後も放置された状態にあった。さらに戦中戦後の食糧難が拍車をかけて、森林が伐採され、食糧生産のため焼畑の復活がみられた。

　このような戦中戦後の乱伐による林野の荒廃は、水害を増幅し、国土保全のために森林の回復が急務とされた。1950年代には次々と造林政策が打ち出され、高度経済成長期における木材価格の高騰が造林意欲を高めたこともあり、1960年代まで、毎年24万haから34万haの人工造林が行われた。今日の民有林野における人工林面積の半分は、この時期に植栽されたものである。
入会林野をめぐる政策

　近世には、御林・御山・御立山などと呼ばれた幕府や諸藩が直接管理した林野を除けば、ほとんどは村落の構成員が共同で利用・管理を行う入会林野であった。入会林野では、肥料・飼料・屋根用萱・薪炭材・木工品材・建築材や山菜・茸・木の実が採取され、放牧や焼畑が営まれるなど、地元民に欠くことのできない生活基盤となっていた。
　1873（明治６）の地租改正、それに続く山林原野の「官民有区分」によって、民有の証拠が不十分とされた入会林野は官有に組み込まれ、のちに国有林となった。さらに1889（明治22）年の町村制施行による合併、学校林の設置、日露戦争戦勝記念造林などを契機に、町村有に編入された入会林野も少なくなかった。しかしそれでもなお、近世の村を継承した部落が入会慣行をもつ林野が広範に存在していた。
　図２には、府県別に林野の所有形態を示した。御料林（皇室所有の森林）と国有林の割合は、事例とする長野県のほか東北・北関東・南九州などで高く、近畿・中国で低い。このような地域差は、近世における林野支配のあり方、地租改正の過程における府県の対応に加えて、林野利用の発展段階の違いによるところが大きい。すなわち、商品的林野利用の遅れが目立つ地域では、民有化にともなう地租負担を地元民が恐れたことにより官有化が進んだ。

　公有林野は、府県有、郡市有、町村有、部落有などで構成される。1909（明治42）年の公有林の現況調査によれば、８割弱が部落有であり（林業発達史調査会1960、p.698）、1913（大正２）年の調査でも66％を占めていた。公有林野の割合が高いのは、秋田・山梨・長野・岐阜・滋賀・兵庫・鳥取・岡山・熊本・大分などである。
　部落有林野統一事業は、このように全国各地に存在した部落有林野を市町村に帰属させて入会権を整理解消し、造林を行い、治山治水を進め、市町村の財政的基盤を確立しようとしたものである。この事業は、1910（明治43）年10月の農商務省・内務省の次官による知事宛の通牒「公有林野整理開発ニ関スル件」によって具体化した。そして、部落有林野の市町村有への編入、公有林野の施業計画の樹立、入会関係の整理が進められていった。しかし無償無条件統一を前提としたために、部落有林野の権益の喪失を恐れた地元民が抵抗し、整理は順調には進まなかった。1913〜20年の統一面積は年間４〜10万町歩と停滞した。図１でみたように、この時期には伐採面積が大きくなるが、部落有林野が収奪される前に利益を得ておくため、森林を伐採したという事例も多かったのである。
　図２によって、1912（大正元）年当時の全国的な動向を確認しておこう。部落有林野が市町村に統一された面積の割合は、全国平均17％であった。山口が89％、高知が71％、愛媛・京都・福井・三重では50％を超えていたが、10％未満が23府県を数えており、未統一の部落有林野が多く残されていた。
　1919（大正８）年５月になると、個人への分割や権益分与を認めるなど、部落有林野の統一条件が緩和された。1921年から1923年にかけては年間12万、17万、24万町歩と統一面積が急増している。この事業は1939（昭和14）年に終止するが、1909年には土地台帳上で228万町歩あったものが、最後には70万町歩まで減少した（古島1955）。
　本稿で取り上げる長野県は、全国一の公有林野面積をもち、かつ部落有林野の統一割合は7.3％で全国第29位と低く、公有林野の整理開発が長野県の政策のなかでも緊急の課題となっていたのである。
長野県と下高井郡の動向

　1919（大正８）年６月24日『信濃毎日新聞』に次の記事が掲載された。

　部落有財産統一の押付け干渉は数年来地方の素朴なる良民を悩ましたること少からず。衆議院にても此事問題となり、中央政府の人達も近頃は幾分か民間の実地を知り初め此事の一律に行ひ難きを気付き来りしらしきに、人民に直接する末端官吏中には、頑夢未だ醒めず、引続き不可能事を人民に強制し、自治の運行を阻害する不心得のもの今日尚ほ根絶せずと云ふ…（「自治の根本義-財産統一の干渉-」）

　この記事は、部落有林野統一事業が地元民を悩ましており、衆議院ではこれが問題となって一律に行うことの困難さに気づいてきたものの、長野県では依然として強行されていることを批判したものである。

　ここでは、明治期から昭和初期のデータを分析することで、当地域における林野の実態を把握することから始めたい。なお、栄村は1956（昭和31）年に下高井郡堺村と下水内郡水内村が合併して成立した。秋山地区は堺村の一部で、この合併まで下高井郡に属していた。そのため、以下では下高井郡のデータを取り上げていく。
　図３には、民有林野における無立木地と部落有林野の割合を示した。草山／無立木地とは、森林ではない採草地や伐採跡地などのことである。『長野県案内』（長野県1913）では、民有林野の実情を次のように捉えていた（以下の引用は現代仮名づかいとし適宜要約して示す）。
民有林野は、明治維新で林政が弛緩し、交通の発達にともない乱伐に流れ、目前の利益のみに汲々とした。1887（明治20）年以降には、山林の荒廃が極みに達し、林産物の供給が減少するだけでなく、水源の枯渇、水害などによる損失が年々大きくなった。
　そこで長野県は、1899（明治32）年の民有山林取締規則、1901（明治34）年の公有山林取締規則・公有原野整理規則の発布などにより、民有林野において森林の回復を図った。図３で長野県の草山／無立木地の割合をみると、1880年代から1890年代までは４割以上が草山であった。その後、1900年代に３割台、1920年代後半に２割台へと低下したことがわかる。
　他方、下高井郡の草山／無立木地の割合は、1890年代前半までは３割弱で長野県よりも小さかったが、1890年代後半に大きく増加し、それ以降は長野県の割合と同じように推移している。1918年から1924年にかけては、県全体の動きとは異なり、再び上昇に転じている。これは後述する部落有林野統一事業の影響が考えられる。つまり部落有林野が町村有へと編入される前に、森林の伐採が一時的に進んだと推察される。1927年以降は無立木地の割合が減少していく。
　『長野県林業施設要項』（長野県内務部林務課1917）によれば、公有林野整理事業の総説の項目では、
公有林野は、県下の林野総面積の約５割に当たり全国第一位である。その多くは部落有に属して入会関係を有し、荒廃の極みに達するものが少なくない。

と概観している。また同書の部落有林野統一に関する項目には、
内務・農商務両省次官より、公有林野の整理開発の捷径として部落有林野を市町村に統一帰属させる旨の通牒が発せられると、県はその趣旨を体し、もっぱら統一整理に努めた。その当初は統一の趣旨を誤解し整理を誤ったものもあった。ことに林野の統一には随伴して必ず管理の弊習を矯正しなければならず、格別の注意を加える必要を認め、1915（大正４）年度以後、県費で設置した専務吏員にあたらせている。
とある。このように、部落有林野は荒廃の極みに達しており、入会慣行の弊害を矯正する必要があると認識されていた。そこで、県は専門の技術員を1915年に設置し、整理統一に積極的に乗り出したのである。

　表１には、統一事業が本格的に展開される前の林野構成を示した。長野県では、部落有と私有がほぼ同じ面積をもっているが、その内容は異なる。私有林野では天然林が48％で、人工林も16％に達していたが、部落有林野では「樹林ヲナサザルモノ」すなわち樹林地以外の草地や伐採跡地が53％を占めている。この林野の景観が荒廃の極みにあると、為政者の目に映ったのである。

　下高井郡では県全体よりも部落有林野の割合が高い。また、私有林野では人工林の割合が相対的に高いが、部落有林野では２％余りと低位にある。全体としてみれば、天然林が約６割、樹林地以外が約３割となっており、荒廃の程度はやや軽かったといえる。それは、開発の困難な奥地林野が多かったためと考えられる。

　長野県林政課「大正二年七月　部落有財産管理状況調」（長野県立歴史館所蔵）には、県下に2500箇所以上ある部落有林野の管理状況が報告されている。それによれば、①整理終了し、全部を町村有に統一したもの、②整理終了し、一部を町村有、残部の部落有財産を確実に町村長の管理に移行したもの、③いまだ統一していないが、部落有財産を確実に町村長の管理に移行したもの、④一部を町村有に統一したが、残部の財産を町村長の管理に移行していないもの、⑤いまだ一部も統一なく、町村長の管理に移行していないもの、⑥区会を設置した部落で、管理の確実でないもの、という六つの類型に区分されている。長野県全体では⑤が68％、④が13％、③が９％となっているが、下高井郡では⑤が89％と高く、統一事業の進捗度が遅れた地域となっていた。
　その後、図３にあるように、長野県の部落有林野の割合は、1921（大正10）年には20％に近づき、1936（昭和11）年には13％と徐々に減少していった。それに対して、下高井郡の部落有林野の割合は、1919〜21年と1927〜30年にかけて大きく減少し、1930（昭和５）年には３％以下となって、県全体よりも激しい変化がみられたのである。
下高井郡と堺村の対応
　堺村では、1916（大正５）年、部落有林野を村有に統一しようとする動きに対して、全部落民が総決起したという（栄村史堺編編集委員会1964、pp.686-690）。そして、部落有林野は私有財産であるとの確認訴訟を起こしたのである。『栄村史 堺編』には、極野の関連資料が掲載されているが、1919（大正８）年６月、原告である住民側が勝訴したことがわかる。

　『長野県史 近代資料編』掲載の1919年10月「公有林野整理促進注意につき下高井郡通牒」では、部落有林野統一を避けんとして共有権確認訴訟を提起し、部落民の共有としようとするものがあり、これは管理運営上、遺憾であり、注意を払うようにとの指示が出されている（長野県1986、p.149）。これは、堺村の各部落による確認訴訟の影響を危惧した下高井郡長によって出されたものであろう。
　以下では、下高井郡と堺村の対応に関する経緯について、長野県立歴史館所蔵の行政文書と島田汎家文書から探ってみたい。
　公有林野整理に関する状況を記した島田汎家文書「堺村部落財産管理規定ニ関スル書類」1793-28は、堺村の立場を次のように説明している。
　本村の公有林野整理に関しては研究考慮の結果、その方針を確立し、1916（大正５）年２月、村会の議決をもって管理規程を申請し、以後官庁と折衝を重ね、1917年（大正６）９月、さらに村会議決をもって認可申請をしたが、所有権の統一が最も得策であるので再考すべきとして、下げ戻しとなった。

　本案は一朝にして決められたものではなく、再考の余地がない。それのみならず満２年にわたるも認可を得ることができず今日に及んだ。村民に方針を示すことができず、弊害もその間に続出し、村当局も処理する途がなく不幸甚だしい。要するに村民の主張する方法と政府の奨励する方法に差があるために衝突したのである。しかし、村会の行為は、町村制の法規に準拠して自治体のなすべきことをしたに過ぎない。公有財産に対して各人一定の制裁を守り自覚して、これを管理経営し、永遠に福利増進を企図しようとするものであって、自治の理想に向けて一歩を進めたものというべきで、なんら政府および直接監督官庁の主旨と反故する点はないと思う。

　こうした間に奸商は奸民と結合し、群衆不満の心理を利用して盛んに乱伐される結果となるはずだ。1910（明治43）年にはじめて統一の義があった際、本村各部落において盛んに一部伐採が行われた事実がある。将来、山稼を業とする人民は、生活上やむなくある行為に出るかもしれない。村に規程がなければ、窮迫していない者もこれに倣うかもしれない。こうした処理の必要に迫られているので、重ねて申請するにいたったのである。
　このように堺村では、独自に規程を作成し、部落有財産の管理を図ろうとしたが、所有権の統一を最上の施策とした為政者がそれを認めなかったのである。また混乱のなかで一部伐採が盛んに行われたことも記されている。

　この中に出てくる「堺村部落有財産管理規程」（島田汎家文書1793-29）は、５章21条からなる。第一章の総則では、堺村に本籍があり慣行の権利を有する住民が権利義務を負うことなどが定められている。第二章は林野、第三章は林野以外の土地及建物、第四章は営造物、第五章は附則について規定されている。

　第二章は次のような条文で構成されている。一定の施業方法の範囲のほかは立木の伐採をすることはできない（４条）。立木を伐採するときは公売とする（５条）。公共用に立木を伐採するときは施業方法を妨げない範囲で村会の承認を受けて許可する（６条）。私有林野を有しない、もしくは自家用薪材が不足する住民は、自家用に限って間伐材の特売を許す（７条）。左の山稼業に従事して資材の特売を受けようとするものは、調書を添えて出願し、事業の確実なものに特売することがある（８条）。森林として管理しない芝草は、一年一反につき50銭以内の使用料で採取を特許することがある（９条）。左の事については、権利を共有する部落住民の設置する財産保護取締組合が任務の委託を申請し嘱託することがある（10条）。嘱託した組合には特典を分与する（11条）。嘱託を受けようとするものは別紙書式により申請する（12条）。本規程に違背し、もしくは管理者の指揮命令に従わないときは、その嘱託を解く（13条）。

　このような規程に基づき、部落有林野の管理運営が企図されていたのである。

　８条の項としては、木炭製造、竹細工、農具・日用工芸品製作の三つの山稼ぎがあげられている。最後のものは、木鋤や木鉢の製造を指しているといえる。10条の項としては、境界の保護、立木の撫育、火災や動植物の被害に対する予防・防止、保護管理に要する人夫の供給の四つが部落有林野経営に必要な義務として課せられている。詳しくは後述するが、入会規制がなく、自由に林野を利用してきた秋山地区にとっては、負担の多い規程であったといえる。

　その後の経緯は、新聞に投稿するために執筆されたと思われる島田汎家文書1793-１で知ることができる。それによれば、管理規程が認可されないことを郡長に質問したところ、本件に関しては権能を行使することができない、吾々は村と県との仲介役に過ぎないとの答えがあったと記されている。
　また、堺村極野の部落有林野より薪材などを伐採搬出したところ、森林窃盗として住民８人が検挙されるという事件が起きている。島田氏は、住民に恐怖を与え、統一を強制するための手段であったと位置づけている。この件は、1918年１月の第一審では有罪であったが、1919年３月の新潟地方裁判所の判決で全員無罪となった。しかし、判決は期待したような徹底的なものではなく、意思なき行為なのでこれを罰しないとの結論であった。そこで下高井郡役所は、判決の謄本を裁判所より得て、郡内各町村に配り、以後、村民に注意するように訓令したという。

　このような事件を受け、このままでは先祖来の居村を立ち退き移住するしかないと考え、救済を求め、第一期８部落、第二期５部落が訴訟を起こしたという。1919年６月に勝訴して共有権を得たことは、先述のように『栄村史 堺編』にも記されている。

　この確認訴訟後、「江戸の仇を長崎で討つ」ような、長野県知事による告示が同年12月20日に出された。この「長野県告示第599号」（長野県立歴史館所蔵）の冒頭には「森林法第二十五條ニ依リ左記林野ニ対シ一ヶ年間木竹ノ伐採ヲ停止シ同法第十三條ニ依リ同期間内ハ当庁ノ許可ヲ経スシテ、芝草、土石、樹根、草根、切芝ノ採取若ハ採掘ヲ為スコトヲ得ス」とある。これは、字・地番・地目・面積をもって告示された林野の実質的な利用を一年にわたって制限するものであった。その林野とは、『長野県報』で25ページに及ぶもので、堺村の部落有林野を網羅したものであった。
　島田汎家文書1793-１は、その圧政に対して異を唱えるために執筆されたものである。そこには、この告示は、村民が権利収得を幸いに盛んに投売りする弊害があるので発令されたと聞いたと記されている。しかし、乱伐は誤解であるとした上で、こうしたやり方に対して、次のような点で反論している。

　整然として維持管理して荒廃を防ぎ、適当に利用開発を実現すれば、所有権は、一人にあっても数人にあっても、村有でも国有でも、国家としては何等差がないはずである。森林を伐採することは、水源涵養・国土保全に害があると堺村全村にわたり告示したとすれば、長野県下において会社組織の資本のもとに国有林の払下げを受け、民有林を買入れ、伐採し経営するものがあるのはおかしい。長野県設置以来、知事では関清英氏が秋山に訪問したのみで、郡長も堺村に足跡を印さない者が多く、机上の空論や属吏の杜撰な申告に準拠して山林国の経営指導ができるとは信じられない。

　いずれの意見も肯けるものばかりである。ちなみに、この時の下高井郡長は京都府船井郡長を前職とし、1918年12月に任官、1921年５月には南佐久郡長に転任している（下高井郡役所1922）。島田氏は、為政者が地域の実状を十分に把握していないと感じていたのであろう。

　1920（大正９）年の「公有林野整理統一督励状況報告綴」（長野県立歴史館所蔵）をみると、その後も毎月のように、県や郡の役人と地元民との折衝が続いていたことがわかる。11月29日の協議会では、整理統一に反対する島田氏の主張により、堺村で適当な整理案を樹立し当局へ提出することで協議がまとまったと報告されている。

　その後、1924（大正13）年、共有権が認められた部落有林野のうち、台帳面積で455町歩、実測面積で1,027町歩が村有財産として提供された。これは土地のみを堺村に提供するもので、15年以内に伐採搬出する立木については、提供した地元民に譲与されることが決められた（栄村史堺編編集委員会1964、pp.690-696）。
秋山地区の共有地の実態
　秋山地区の奥地の大半は国有林野となっており、民有林野は、中津川沿いの小赤沢・屋敷・上ノ原・和山・切明といった集落が点在する領域に広がる（図４）。この民有林野が焼畑や薪炭材・用材の採取などの生産活動の基盤となっていた。そして民有林野のほとんどは共有地であり、実測見込で小赤沢588町歩、屋敷666町歩、上ノ原225町歩、和山102町歩を数えた（栄村史堺編編集委員会1964）。
  以下では、屋敷と和山の二つの集落を取り上げ、林野利用について検討したい。和山では1916（大正５）年２月26日、屋敷では同年３月８日の日付で「共有地管理区分届」が作成されている（島田汎家文書1793-10、1793-24）。これは「堺村部落有財産管理規程」にあわせて施業計画を立案したものといえる。山林原野については、「自然林トシテ管理ス」「萌芽育成ノ自然林」「薪炭採取シ残地ハ年々杉苗植込ノ見込」「秣草採取地」「杉造林ノ見込」「畑ニ開墾ノ見込」など、一筆ごとに管理区分が記されている。
　また上述した部落有林野に関する訴訟は、秋山地区も係わっている。島田汎家文書1828「屋敷・和山確認訴訟調査控」には、屋敷と和山における共有地の実態が記録されている。これは、「長野県下高井郡堺村屋敷共有地実地取調書」と「長野県下高井郡堺村和山共有地実地取調書」の２冊からなる。
　この調書には、屋敷に82筆・528町歩、和山に12筆・76町歩の共有地が記載されている。田畑・宅地を除き山林・原野に限ると、屋敷に47筆・477町歩、和山に６筆・73町歩となる。これと土地台帳に記載されている地目・所有者のデータを整理して、地籍図上に比定を行い、森林基本図に重ねて図５を作成した。この図は実測に基づくものではなく、地番の境界の一部には推測を含む。
　図５によって、大正期における林野所有と林野利用の特色を把握したい。まず、屋敷・和山とも集落近在と一部の土地を除けば、共有地が広がっていたことがわかる。このなかで村外者の所有地は屋敷に２箇所あり、南部の字川西17850番地は、1893（明治26）年に新潟県中魚沼郡の個人名義で登記されており、北端にある字笠落は、1904（明治37）年に新潟県中魚沼郡芦ヶ崎村に所有権が移転している。部落有から村有に移管された土地は、屋敷・和山とも国有林野と境界を接する外縁部に位置し、条件の悪い土地が村有とされたことがわかる。それでも堺村の基本財産造成という名目は果たされたといえよう。また、和山には私有地がみられるが、これらは同族の本家と切明・和山にある温泉の湯守の所有となっている。
　土地台帳によれば、屋敷では1922（大正11）年に「屋敷」名義から20名の記名共有に、和山では1930（昭和５）年に「和山」名義から５名の記名共有に書き替えられている。登記時の集落規模は、屋敷が20戸、和山が５戸であったことになる。
　以下には、「共有地実地取調書」の冒頭部分を要約して示し、共有地の概況を把握しておきたい。
「長野県下高井郡堺村屋敷共有地実地取調書」
一、総括的概況
当地方は通称秋山という部落の一部に属し、特に当組はその地方のなかでも最も古い歴史を有する村落であるが、教育の普及は完全でなく、文字を解するものがほとんど皆無の状態であり、古跡を尋ねる記録等がなく、ただ口伝で代々継承して今日に及んでいる。土地に関しては、明治初年以前はすべて島田三左ヱ門の名義で、上納金の代用としてわずかに鍬柄・木鋤等を島田氏に送るのを常例としてきた。明治８年頃の地券の際、同氏より各人の当時の持分に基づき、宅地・田地・蔬菜畑だけを各々の所有に書き上げ、その他は、組の重立者、共有、島田氏の名義とした。ただしこれらはいずれも組民共存の性質を有するもので、明治20年頃、重立者の土地は全部共有に引き替え、土地台帳調製の際は概ね台帳にも屋敷共有と記載があったのを、いつの間にか共有の文字を抹消したのは事実である。しかし、旧来より共有者が各自平等の関係において維持管理してきたのはもちろん、公租公課およびその他費用の負担は、平均割合をもって分担してきた。このように本組も和山組と同じで、すべての状態が原始的で、一部落ことごとく一族一門の家族であり、財産保存は前述の宅地・田地・蔬菜畑および各戸に属する動産のほか、各自が植林した林地等のほかは、各人が所有するものはなく、概して共有的にして一家族の財産管理のようで、土地の境界区画面積等は確然としているものは稀である。当人民は衣食住の資のほとんど全部をこの共有地の所得に求めているので、この所有は最も重要な事項に属する。

　屋敷の概況からは、地券交付の際には宅地・田地・蔬菜畑だけが個人有とされたこと、土地台帳調製の際にはすべて屋敷共有となったこと、旧来より共有者が平等の関係で維持管理してきたこと、宅地・田地・蔬菜畑と各自の植林地以外は共有的で家族の財産管理のようであること、人びとは衣食住のもとのほとんどを共有地に求めていること、などが確認できる。
「長野県下高井郡堺村和山共有地実地取調書」
一、総括的概況
本組共有の土地は、明治初年以前は島田三左ヱ門所有名義で、この進退を組民一同に行わせて、当時の上納はすべて島田三左ヱ門においてなされてきた。明治８年の地券交付の際、島田氏より当時において耕作手入等を自己のもののように進退してきた部分はその者の持分とし、他の組民共同入山の場所は共有持分として、それぞれ地券交付を請求したことで、はじめて各人の所有と共有との区別が生じた。こうして各人の所有は宅地・田地・蔬菜畑があるのみで、その他はいずれも共有の持分に属して今日に及んだ。現時の維持管理やこれに要する公租公課、その他の費用等は、すべて共有者の負担するところで、特に本組では共有者がいずれも一家一族の性質を持ち、ことごとく本分家であり、各人の所有地も特別の制限等なく、各人自由に口約にて貸借耕耘している状態である。以上のようにすべての事柄はほとんど原始的状態にあるので、教育の普及が完全でなく、旧来より組の記録等がなく、ただ口伝をもって代々継承してきたもので、土地の境界面積等が確然としている箇所は少ない。
　和山の概況からは、地券交付の際には自己のものとして耕作してきた部分は私有としたこと、その他共同の入山の場所は共有としたこと、各人の所有は宅地・田地・蔬菜畑のみであること、各人の所有地も特別に制限なく自由に口約で貸借し耕作していること、などが読み取れる。和山は屋敷よりも戸数が少なく、本分家の関係が緊密であり、入会利用の機能がより強かったと考えられる。
　このように、大正期においても、占有的に使用されてきた宅地・田・常畑以外の土地は、すべて共有地であり、入会利用されていたのである。
共有地の利用状況
　次に、各筆の利用状況を典型的な例で示したい。
［屋敷］（番号は図５に対応）
1.　矢櫃登度　17523番地　山林　91町歩
旧来より雑木林養生地で、共有者共同入山の薪炭材・用材・雑工作器材料の採取地として、管理作業してきた自由入山地で、食料品となる栃の実の採取地である
9.　秋山　17550番地　山林　42町歩
従来は雑木林地だったのを、近年に一部は共有者の割持ち杉植林地とし、他の一部は切替畑として耕作してきた土地で、雑木林と切替畑の箇所は共有者の自由入山地である
11.　秋山　17537番地　原野　2畝15歩
　旧来より草野で、馬糧の採取地である
25.　秋山　17542番地ほか　畑　2町8反7畝25歩
　旧来より切替畑で、共有者自由耕作地として進退してきた土地である
32.　屋敷　17605-イ番地　原野　4畝20歩
もと全部草野だったのを、近年に一部を山田平治郎・山田平七の二人で田に開墾して耕作しつつある箇所である
75.　川西　17866番地　山林　1町歩
旧来雑木林地だったのを、順次切替畑とし、近年その大部分は切替畑であり、また雑木林がある、共有者自由入山地である
77.　川西　17839-1番地　山林　147町2反9畝
大部分は雑木林地で、建築材料・雑工作器等の材料採取地で、また少部分は草野・切替畑がある、いずれも自由入山地である
［和山］（番号は図５に対応）
1.　泥の木平　17879-ロ番地　山林　40町歩
旧来より共有者の薪炭・建築用材採取地で、共同入山してきた土地で、現今は一部を切替畑とし、共有者の耕作地としつつある
5.　和山　17911-ロ番地　原野　4反
旧来より草苅野で、共有者の馬糧採取地として進退してきた土地で、現在も草野である
9.　和山　17915-ロ番地　畑　2町1反6畝25歩
全部旧来より切替畑で、共有者の共同作業地あるいは自由作業地として、管理してきた場所である
　百姓の田畑に対する権利が「所持」と呼ばれたのに対し、入会地に関する権利は「進退」と呼ばれ、それは用益権としての性格が強かったという（渡辺2002）。ここで取り上げた「実地取調書」でも、たびたび「進退」が使われていることに留意したい。

　各筆の概況には、入会地の利用形態として、薪炭材・建築用材・雑工作器の材料の採取、栃の実の採取、スギの植林、馬草の採取、田の開墾、切替畑があげられている。このうち切替畑とあるのが焼畑である。集落から離れた奥山の屋敷No.77や和山No.1では、雑木がほとんどで、焼畑がごく一部であるのに対して、集落に近い屋敷No.25、和山No.9といった土地では旧来より焼畑が行われていたとある。当地域では、集落近在の蔬菜畑はごくわずかであったので、焼畑が重要な食料生産の場となっていた。
　1905（明治38）年の関清英長野県知事の一行による秋山視察の記事によれば、屋敷の山田清蔵方で生活状態について聞いた内容は次のようであり（神津1967）、明治後期から大正期の実態をうかがうことができる。

大人３人で焼畑２町歩を耕作し、食物の不足分は木鉢を作り、シナ縄をない、山稼ぎで補う。春蚕は上出来であったが、夏秋蚕はいまだ飼育できない。焼畑は土地によって同じではないが、山林を切り倒し、これを焼き、その跡へソバを蒔き、次ぎにヒエ・アワ等を作り、３年から５、６年ぐらいで荒廃に委ね、原野となり再び山林となる。10年から20年を経た後でなければ焼畑とならない。ゆえに毎年耕作する土地の十数倍の面積を要する。しかし広い共有地を随意に開墾するので差し支えはない。常食については、朝昼はアワ・ソバ・ヒエ等の焼き餅で、塩漬けの菜や味噌等を餡とした。夕はアワその他の雑穀の雑炊である。

　秋山地区の焼畑は、７月下旬から８月上旬に草木を刈り払い、７〜10日後に火入れを行った。初年度はソバ、２年目以降はアワ・ダイズ・エゴマ・キビなどを輪作した。「実地取調書」に共有者の「自由耕作地」「自由作業地」とあるように、とくに許可や使用料の必要もなく、自由に共有地で耕作できたという。
　近代化にともなう変容

　図６は、1912（大正元）年に測量された当地域で最も古い地形図である。これによれば、山地のほとんどは広葉樹林として示されていることがわかる。
　小赤沢と上ノ原の集落の背後に広がる荒地（図中茶色）は、焼畑跡地と考えられる。畑（橙色）は、比較的集落に近いところに分布しているほか、屋敷の南部にも点在している。この部分は、図５でNo.52〜61、No.63〜67に該当し、「実地取調書」には、旧来から切替畑で、現在も切替畑かその跡地の草場で、田の開墾予定地があると記されている。和山では、集落部分に畑が小さく示されているにすぎない。
　1875（明治８）年に初めて開かれたという水田（黄緑色）は、小赤沢と屋敷の集落付近にみられるが、上ノ原と和山では確認できない。1891（明治24）年には、台帳面積で小赤沢４町５反７畝、屋敷１町５反４畝、上ノ原８反６畝、和山１反１畝の水田があった。1928（昭和13）年には、小赤沢10町３反８畝、屋敷２町６反７畝、上ノ原９反３畝、和山１反１畝となった（市川1953）。このように下流側と上流側の集落で面積に差があり、とくに小赤沢での水田の増加が目立つ。
　秋山地区で開田が進んだのは、1920〜24（大正９〜13）年に行われた中津川第一発電所の工事によって、現金収入がもたらされたことが大きい。この発電所は新潟県側の穴藤に建設されたが、取水堰は切明に設けられた。この建設資材の運搬のため、信濃川の芦ヶ崎波止場（現・津南町芦ヶ崎）から切明まで、約47kmの簡易軌道が中津川左岸に敷設された（青木2006）。この工事による賃金収入を元手に、水田が積極的に開かれていったのである。
　共有地での開田は経済力のある者が土地を独占化することになるので、和山を除き、水田可能地の分割が行われた。小赤沢では1903（明治36）年200坪（６畝20歩）、1925（大正14）年２反、1927（昭和２）年２反、屋敷では1923（大正12）年１反、上ノ原では1940（昭和15）年１反が、各戸に分割されている（市川1953）。

　また、スギの造林などを目的に、小赤沢では1904〜05（明治37〜38）年と1923年に、屋敷では1925〜26年に共有地が分割された。これに対し、上ノ原と和山では山割りは行われず、スギの植林は自由で、立木のみが個人所有となっていた（市川1953）。
　このような開田や植林への志向が焼畑の縮小など入会林野の利用に変化を与えたのである。秋山地区では広大な共有地で入会利用が行われ、そこから得られる資源が生活の糧となっていた。焼畑は３〜６年程度の耕作と、その後10〜20年程度の休閑期間をおき、循環的に林野が利用されるため、私有化は進まなかった。しかし、開田や植林の志向が高まると、一部の入会地が分割された。ただし、秋山地区のなかでも地域差があり、小赤沢では早くから開田や造林が進み、入会地の分割が行われたが、和山では一度も行われていない。

　最上流に位置する和山の戸数は、鈴木牧之が訪問した1828（文政11）年に５戸、関知事が訪問した1905年に４戸26人、共有地を記名共有とした1930年に５戸とほとんど変化していない。ただし『秋山記行』には、断絶した大秋山とこの村が秋山の根本で、昔はこの村に22軒、村はずれの高台に21軒あって、大村であったが、46年前までに中絶して、いまは５軒だけだとある（鈴木1971）。天明の飢饉以前、和山の戸数規模は大きかったことがわかる。しかし、それ以降、村落の領域に比べて戸数が少なかったため、地元民相互には入会規制もなく、自由に開田・焼畑・植林を行うことができたと考えられる。

　全国的にみれば、第二次世界大戦中と戦後には山林の乱伐が行われたが、秋山地区は交通条件が悪く、戦中に外部資本が入ったものの、大規模な伐採は1950年代になるまで行われなかった（市川1966）。

　隔絶性が高く、独特の生活文化が残されていた秋山地区であったが、それを変えるインパクトを与えたのは、1955年に完成した切明発電所の建設である。この工事により現金収入が得られただけでなく、日常的に物資を運ぶことのできる道路の整備が行われた。道路の改良は、生活様式の変化に今日まで大きく影響してきた。秋山地区では、家庭電化製品の導入に象徴されるように、1960年代に都市的な生活様式の浸透が急速に進んだのである（関戸2008）。
おわりに

　本稿では、明治期から昭和初期までの林野利用と山村生活の変容過程について、入会林野をめぐる為政者と地元民の対立関係に焦点を当てつつ考察してきた。
　内務省・農商務省は、地方自治制の強化のため、町村の基本財産造成の手段として、公有林での造林を進めようとした。その障害とされたのが部落有林野であり、1910年以降その整理統一が行われた。長野県では、部落有林野が荒廃の極みにあると認識し、入会慣行の矯正を図ろうとした。堺村の部落有林野についても、地元民に共有権を認めれば乱伐に向かうと考え、村有に統一し、施業計画に基づく造林を求めた。このように為政者は地元民に任せたままでは、愚かな利用を選択すると想定したのである。確かに一部乱伐されたが、それは入会権の解消を恐れてのことであった。また、1899（明治32）年から取締が行われてきた火入れも（長野県1913）、焼畑や採草には不可欠な行為であり、秋山地区にとっては必要な生産活動の一部であった。

　入会林野という生産基盤を守るため、地元民は抵抗を続け、訴訟によって共有権を確定した。地域の実状に合わせ、各人が自覚をもって管理運営すれば、福利増進を企図できる、つまり賢明な利用ができると考えたのである。ただし、為政者が期待していた造林に転換するのは、1960年代以降のことであった。為政者の論理と在地の論理のせめぎ合いの結果が、部落有林野をめぐる紛争として現れたといえよう。
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第5巻第10章図表
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図１　民有林野における伐採・造林面積の推移

　総務省統計局のデータより作成
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図２　林野の所有形態と部落有林野統一事業の進捗状況

　農務省山林局（1913）『林野一班』より作成
　林野所有は1913年、統一割合は1912年の数値である
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図３　民有林野における無立木地と部落有林野の割合の推移
　各年次の『長野県統計書』より作成　
　1900年までは「草山」、1902年は「原野」、1915年以降は「無立木地」の数値による
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　図４　秋山地区の概況図　
　
　　　
図５　屋敷・和山地区の共有地の分布
数字は「共有地実地取調書」に付された番号で、下線を付した番号の土地は面積が小さく範域を描いていない
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 図６　1910年代初期の土地利用
　1912年測図５万分の１「苗場山」「岩菅山」


















